
 

 

 

 

 

次期環境基本計画の施策体系（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料５ 

本資料の御確認にあたって  

～策定委員会でご意見をいただきたい事項～ 

本資料は次期環境基本計画における施策体系（案）を記載しています。 

第３回策定委員会では前回の委員会でご意見をいただいた骨子における「基

本目標」「施策の方針」に基づき，紐づく【施策】についてご意見をいただきたい

と考えています。 

各施策は「現行計画までの進捗」「国際・国・都の動向・社会情勢」「市民意識調

査・ワークショップでの意見」の【現状】を踏まえ，【課題】を把握した上で，抽出し

ています。 

今回の委員会では，【現状】【課題】【施策】についてご確認いただき，【現状】

【課題】の捉え方や【施策】の妥当性などについてご意見を伺えればと存じます。 
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次期環境基本計画 施策体系（案） 

 

  

｜基本目標 ｜施策の方針 ｜施策 

１ 

いのちが息づく 

水と緑のまち 

1-1 水と緑の保全・再生 

①水の保全・再生 

②緑の保全・創出 

③水辺と緑がおりなす伝統的な風景

の保全・活用 

1-2 生物多様性の保全と向上 

①生きものの生息・生育状況の把握 

②生物多様性の保全 

③外来生物対策の促進 

２ 

快適さと美しさが

調和する 

住みよいまち 

2-1 快適な空間の確保 
①うるおいのあるまちづくりの推進 

②都市美化の推進 

2-２ 公害のない環境の維持 

①大気汚染の防止 

②水質汚染の防止 

③騒音・振動の発生抑制 

④化学物質等への対策の推進 

３ 

ゼロカーボンシテ

ィが実現するまち 

3-1 二酸化炭素排出の削減 

①住宅・事業所等のエネルギー効率

の向上 

②再生可能エネルギーの導入拡大 

3-2 気候変動への適応 ①気候変動への適応 

４ 

資源循環による 

環境負荷を低減 

するまち 

4-1 ３Rの推進による資源循環 

①ごみの発生・排出抑制 

②資源化の推進 

５ 

学び合い 

行動し合う 

共創のまち 

5-1 環境人材の育成 

①環境情報の発信と市民の意識醸成 

②次世代を担う子どもたちへの啓発

と行動促進 

③環境学習施設や地域施設を活用し

た環境学習の推進 

④環境活動の担い手の育成 

5-2 多様な主体による環境学習の

推進 

①事業者等による環境学習の促進 

②市民による環境学習の推進 

5-３ 多様な主体による環境活動の

展開 

①環境活動団体・個人の交流・連携の

促進 

②事業者等の参加や連携 
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基本目標 １ 

いのちが息づく水と緑のまち 
  

 

 

施策体系と環境指標 

基本 

目標 

 

施策の方針 

 環境指標 

  
指 標 

基準値 

令和６年度 

目標値 

令和17年度 

       

い
の
ち
が
息
づ
く
水
と
緑
の
ま
ち 

 

1-1 

水と緑の保全・ 

再生 

 
浸透施設等の設置による 

雨水の浸透能力 
（●●●） （●●●） 

  

みどり率 （●●●） （●●●） 

  

公共が保全する緑の面積 （●●●） （●●●） 
  

  
多様な農業体験の場の新規

開設数 
（●●●） （●●●） 

  
市民と協働で保全活動を 

行う崖線の箇所数 
（●●●） （●●●） 

  
調布には優れた景観がある

と思う市民の割合 
（●●●） （●●●） 

 
 

 
   

 

1-２ 
生物多様性の保全 
と向上 

 

自然環境調査の実施回数 （●●●） （●●●） 

  

自然体験学習の参加人数 （●●●） （●●●） 
  

  
特定外来生物（植物） 

駆除活動対象面積 
（●●●） （●●●） 
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施策の方針１－１ 水と緑の保全・再生 

多摩川・野川や崖線樹林地，都市農地など，調布市に残る貴重な自然を守り育て，水と緑のつ

ながりを再生して次世代へ継承します。 

 

施策名 ①水の保全・再生 

雨水の浸透・貯留・利用を推進し，地下水の保全と水循環の保全を図ります。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 河川水源となる地下水の涵

養を進めるため，公共施設

における雨水浸透ます，浸

透トレンチ等の設置を行っ

た。 

⚫ 道路等への透水性舗装の施

工や，民間施設において雨

水浸透施設等の設置を進め

ている。 

⚫ 環境指標である浸透施設等

の設置による雨水の浸透能

力は 134,074 ㎥/h とな

り，目標値を上回っている。 

⚫ SDGs のゴール 6「安全な

水とトイレをすべての人に」

の達成に向け，世界的に河

川・湿地の再生や節水，再生

水の利用が進んでいる。気

候変動で水害と渇水が増

え，自然を生かす対策と国

際協力が重視されている。

［国際動向］ 

⚫ 水質の維持・改善を図りつ

つ，地域特性に応じた雨水

の浸透・貯留・再利用を推進

し，水循環の回復と災害へ

の強靱性を高める。［国・東

京都動向］ 

⚫ 「多摩川や野川の水辺空間」

は将来に残したい。［意］ 

⚫ 「河川などの水辺や湧水の

保全」を守るための施策・取

組を強化する。［意］ 

⚫ 「湧き水の減少（地下水の枯

渇など）」への対策を講じ

る。［意］ 

⚫ 「多摩川･野川及び道路の清

掃活動や緑化活動」といった

河川や水辺の環境美化活動

に取り組む。［意］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 引き続き，調布のシンボルでもある豊かな水の保全を継続する。 

⚫ 河川や湧水の保全，雨水浸透の推進などに引き続き取り組み，豊かな水辺環境と健全な水環

境を確保する必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 雨水浸透の推進 

⚫ 雨水利用の推進 

⚫ 湧水調査の実施 

⚫ 節水と適正な排水の推進 

⚫ 開発事業等における地下水脈への配慮促進 

※［意］：市民意識調査結果，［ワ］：ワークショップでの意見を示します。（以下同様） 
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施策名 ②緑の保全・創出 

崖線樹林地や社寺林，農地等の貴重な緑を，適切な管理により保全します。保全にあたって

は，市民・事業者・団体等との協働により推進します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 緑被調査は概ね５年に一度

実施。国領町７丁目崖線緑

地の公有化など緑地の保全

に努めているものの，土地

所有者の事情等により生産

緑地等の減少が進み，環境

指標でもあるみどり率は

33.0%に低下，目標値を下

回っている。 

⚫ 市や都が管理する公遊園・

緑地・緑道・崖線樹林地及び

民間が所有する緑地で市が

補助対象としている保全地

区は 152.63haで，環境指

標である公共が保全する緑

の面積の目標値を上回って

いる。 

⚫ 国際的に「生態系回復の 10

年」が進行中。都市ではグリ

ーンインフラや自然を活用し

た解決策で，在来種の植栽

や屋上・壁面緑化，街路樹の

充実を図り，暑さ対策と生

物多様性の両立を目指す取

組が進む。［国際動向］ 

⚫ 生物多様性の拠点となる良

好な自然地の指定・管理，都

市開発での緑化義務やグリ

ーンインフラ，屋上・壁面緑

化の拡大，在来種植栽の徹

底，生産緑地の保全などを

総合的に推進する。［国・東

京都動向］ 

⚫ 崖線の緑の保全や木々や田

畑などの緑の減少への対策

を強化。［意］ 

⚫ 市民が参加しやすい緑の保

全活動を企画する。［意］ 

⚫ グリーンカーテン，壁面・屋

上緑化を支援。［意］ 

⚫ 市民の憩いの場としての公

園の機能を維持・向上。［意］ 

⚫ 生物多様性保全の観点か

ら，学校や公共施設等で落

葉樹を植える。［ワ］ 

⚫ 樹木評価ツール（i-Tree）等

を使って，みどりの価値を可

視化する。［ワ］ 

⚫ 緑被率の高さに応じて，固

定資産税の減免制度を導

入。［ワ］ 

⚫ 木を 1 本切ったら 1 本植え

る，敷地の緑被率といった

ルールをつくる。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 崖線や河川敷などの連続性あるまとまった緑の保全によって現況の市内の緑を維持し，みど

り率も維持していく必要がある。 

⚫ 貴重な緑地でもある生産緑地面積の維持を図るため，営農環境の維持・確保に向けた取組を

推進する必要がある。 

⚫ 新たな用途地域である「田園住居地域」の指定や，地区計画などの都市計画制度を活用した農

地保全制度について，関係各課と連携し研究する必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 崖線緑地の保全活動と活動団体の支援 

⚫ 社寺林・屋敷林の保全と支援 

⚫ 特定生産緑地の指定促進 

⚫ 協働による緑保全の仕組みの活用 

⚫ 雑木林管理を担う人材の育成と活用 

⚫ 営農支援の推進や農業体験の充実 
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施策名 ③水辺と緑がおりなす伝統的な風景の保全・活用 

長い年月を経て形成された水と緑が豊かな環境や，人の営みが紡いだ伝統的な地域の原風景

など，歴史・文化に根ざした調布らしさを持った風景を次世代に残していきます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 豊かな自然とともに育まれ

た歴史・文化環境を保全し

次世代に引き継いでいくた

め，文化財の指定や史跡地

内の除草・剪定など文化財

の適切な管理を行った。 

⚫ 歴史・文化の保全継承のた

めの講演会などにより，下

布田遺跡・深大寺城跡など

の保全・活用を進めた。 

⚫ 深大寺地域の街並み環境整

備や実篤公園内の保全整

備，深大寺・佐須地域におけ

る農の歴史や文化を生かし

た事業を推進した。 

⚫ しかしながら，環境指標であ

る「調布市には優れた景観

がある」と思う市民の割合

は，令和４年度目標値を下

回った。 

⚫ 文化と自然が共に育む景観

を守る国際潮流が拡大。里

山 の 知 恵 を 活 か す

「SATOYAMA イニシアティ

ブ」など，地域資源の保全と

活用を両立させる取組が進

む。［国際動向］ 

⚫ 河川沿いの緑化を計画的に

推進するとともに，水系を軸

とした水と緑のネットワーク

につながるよう，緑化や水

辺の整備，アクセス確保に努

める。［東京都動向］ 

⚫ 国分寺崖線や野川などの自

然環境を活用した，動植物

観察会，自然観察会，ホタル

の鑑賞，湧き水めぐりといっ

た学習や体験の機会を増や

す。［意］ 

⚫ 多摩川に自然な岸辺を創出

するなど，水辺空間の活用

を通じ，潤いを創出する。

［意］［ワ］ 

⚫ 具体的な自然環境をテーマ

にした学びやイベントの開

催。［意］ 

⚫ 深大寺界隈の歴史・文化と

調和した景観の保全を推

進。［意］ 

⚫ 調布らしい景観の保全と形

成を進める。［意］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 市民にとって，緑や水とのふれあいの場所や機会が十分に認識されていないことが考えられ

ることから，身近な環境や，調布の特徴である豊かな自然環境を楽しく学ぶことができるよう

な場や機会について情報提供等の充実を図っていくことが必要。 

⚫ 緑や水に関係する豊かな資源を活かして，自然環境や歴史・文化と調和した調布市ならではの

風景を将来にわたって保全していく必要がある。 

⚫ だれもがうるおいを感じ，人々の憩いの場となる水と緑の空間を維持していく必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 農業により形成された武蔵野の原風景の保

全 

⚫ 史跡・旧跡と自然環境の調和の維持 

⚫ 屋敷林や保存樹木の保全と適正管理 

⚫ 多摩川・野川クリーン作戦の実施による河川

敷環境の美化 
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施策の方針１－２ 生物多様性の保全と向上 

地域の生きものの現状把握と生物多様性保全の取組を通じ，生態系ネットワークを強化して

多様な生きものが息づく環境の維持・向上を図ります。 

 

施策名 ①生きものの生育状況の把握 

専門的な調査と市民参加の調査体制により，地域の生物の生息・生育状況を継続的に把握す

るとともに，多摩川流域や国分寺崖線周辺などで重点モニタリングを実施します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和６年度について，自然環

境調査は,多摩川，野川及び

仙川，並びに佐須の用水に

おいて，底生生物，付着藻類

の調査を実施し，野川及び

仙川において，魚類調査を１

回実施した。 

⚫ 湧水調査は概ね３年に１回

調査を実施している（令和６

年度は未実施）。 

⚫ 調布市環境モニター活動に

おいて，植物調査を１回実施

した。 

⚫ 環境指標である自然環境調

査の実施回数は，目標値を

下回っている。 

⚫ 生物多様性の新世界目標

（GBF）で進捗の見える化が

重視され，データの収集と

蓄積が進む。［国際動向］ 

⚫ 気候変動に伴う生態系や種

分布の変化を的確に把握す

るため，モニタリング等の調

査を継続し，必要に応じて強

化・拡充する。あわせて，生

物多様性データ基盤「いきも

のログ」を活用して多様な主

体から生息・生育情報の集

積を進め，市民参加型の全

国水生生物調査も継続実施

する。［国・東京都動向］ 

⚫ 生物の種類の減少への対策

を強化（回答者の 15.6%が

危機感を感じている）。［意］ 

⚫ 生物多様性の危機について

の現状を伝える（環境活動

に参加するきっかけとなっ

ているとの意見あり）。［意］ 

⚫ 子どもの自然体験など環境

教育を充実させる。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 種の減少が進む生物多様性の保全に向けて，生物の生息・育成状況に関する情報の蓄積を図

る必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 専門知識を活用した調査の定期的な実施 

⚫ 市民による調査の仕組みづくりと推進 

⚫ 生き物の生息状況の公開による生物多様性

保全意識の醸成 

⚫ 崖線緑地における重点モニタリングの実施 
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施策名 ②生物多様性の保全 

生物多様性の基盤情報を整備し，保全を進めます。啓発や環境学習事業など，これまで積み上

げてきた取組を体系化し，計画的な生物多様性の保全施策を展開します 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和６年度は，調布こどもエ

コクラブ（計４回，51 人），調

布水辺の楽校（計２回，73

人），雑木林ボランティア講

座（計６回，92 人），多摩川

自然情報館月別イベント（計

10 回，116 人），深大寺・佐

須地域の公有化した土地の

環境整備及び環境学習（延

べ参加人数 2,130 人)，神

代農場活用事業（27 人）を

実施した。 

⚫ 環境指標である自然体験学

習の参加人数は，目標値を

上回っている。 

⚫ 昆明・モントリオール枠組で

2030 年までに陸海の

30 ％ 保 全 の 目 標

（30by30）や教育・参加，

自然を活用した解決策の拡

大を合意。［国際動向］ 

⚫ 絶滅危惧野生動植物の保全

基盤として，陸域・海域を統

合したレッドリストの作成に

向けて科学的知見を集積し

定量評価を行い，レッドデー

タブックを作成・普及する。 

⚫ 地域の野生生物を観光資源

として持続可能に活用でき

るよう，地域ルールの策定や

観光利益を保全に還元する

仕組みづくりを支援する。

［国・東京都動向］ 

⚫ 緑や生き物を大切にする意

識の醸成。［意］ 

⚫ 生物多様性保全地域戦略の

策定。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 生物多様性の保全に向けて，生物の生息・育成状況に関する情報を活用しながら，地域の生態

系，在来種の保全，生息地を結ぶ生態系ネットワークの形成を図っていく必要がある。 

⚫ 種の保全を図るため，市民の生物多様性を保全していくためのさらなる意識醸成を図り，保全

活動を促進していく必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 自然環境・生物相の継続的調査と結果の公

開による基礎情報の整備 

⚫ 生物多様性保全に資する取組の整理と体系

化 

⚫ 生物や生物多様性をテーマとした事業の継

続的実施 

⚫ 環境イベントや多摩川自然情報館などの施設

における生物多様性関連事業の推進 
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施策名 ③外来生物対策の促進 

外来生物の侵入・拡大を防ぐため，広く情報提供，リスク周知を進めます。特定外来生物は関係

機関との連携や市民・事業者等との協働により継続的な駆除を実施します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 例年(一社)生物多様性保全

協会との協働にて実施して

いる多摩川の外来植物駆除

は，市内の事業者を含めて

一般公募を行い，多摩川河

川敷の定点（875 ㎡）にお

いて，６月と９月の２回,特定

外来生物（植物）の駆除活動

を実施している。 

⚫ 環境指標である特定外来生

物（植物）駆除活動対象面積

は，目標値を下回っている。 

⚫ 国際的に外来生物の「侵入

防止・早期発見・継続駆除・

飼養管理」を地域連携で進

め，被害抑止と生態系回復

を図る動きが強まっている。

［国際動向］ 

⚫ 侵略的外来種の定着率を半

減させる施策を推進する。 

⚫ クビアカツヤカミキリやスク

ミリンゴガイ等の農作物被

害をもたらす病害虫につい

て，都道府県等と連携し適

時・適切な防除を進める。 

⚫ 飼い主や動物取扱業者等に

よる終生飼養の徹底と適正

な飼養管理を促し，個体管

理を強化する。［国・東京都

動向］ 

⚫ 外来種植物（アレチウリな

ど）の駆除を含む自然環境

保全活動への参加を促す。

［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 外来生物の定着を抑えるため，さらなる外来種問題への意識啓発と，駆除活動の展開の強化

が必要である。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 外来生物の監視・情報提供とリスク周知 

⚫ 外来生物に関する啓発の実施 

⚫ 特定外来生物の現場駆除と関係者連携の強

化 
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基本目標 ２ 

快適さと美しさが調和する住みよいまち 
 

 

施策体系と環境指標 

基本 

目標 

 

施策の方針 

 環境指標 

  
指 標 

基準値 

令和６年度 

目標値 

令和17年度 

       

快
適
さ
と
美
し
さ
が
調
和
す
る
住
み
よ
い
ま
ち 

 

2-1 

快適な空間の確保 

 花いっぱい運動事業 

活動面積 
（●●●） （●●●） 

  

市民一人当たりの公園面積 （●●●） （●●●） 

  

美化推進重点地区数 （●●●） （●●●） 
  

  美化活動に参加した市民の

数 
（●●●） （●●●） 

 
 

 
   

 

2-２ 
公害のない環境の
維持 

 二酸化窒素(NO₂)の 

環境基準の年間未達成日数 
（●●●） （●●●） 

  浮遊粒子状物質(ＳＰＭ)の 

環境基準の年間未達成状況 
（●●●） （●●●） 

  微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の 

環境基準の年間未達成状況 
（●●●） （●●●） 

  雨天時における処理場を含む

各吐口からの放流水のＢＯＤ

値（平均放流水質） 

（●●●） （●●●） 
  

  道路交通騒音の要請限度数値

の未達成地点数 
（●●●） （●●●） 

  騒音・振動に係る事業者等へ

の法令等に基づく指導・勧告・

命令件数 

（●●●） （●●●） 

  地下水の水質汚濁に係る環

境基準不適合井戸数 
（●●●） （●●●） 
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施策の方針 2－１ 快適な空間の確保 

都市美化と緑化を進め，誰もが安全・安心して快適に暮らせる環境をつくります。 

 

施策名 ①うるおいのあるまちづくりの推進 

市街地の緑化推進等により，市民や来訪者がまちのうるおいを感じられる取組を進めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 花いっぱい運動の登録団体

数は 77 団体。補助金の申

請は，合計 97 件の申請を

受け，52 箇所で花いっぱい

運動補助事業を実施。環境

指標である花いっぱい運動

の実施箇所数は目標値を上

回っている。 

⚫ 令和６年度も引き続き人口

が増加したものの，１人当た

りの公園面積はほぼ横ばい

でしたが，環境指標である

市民一人当たりの公園面積

は，目標値を上回っている。 

⚫ 世界の都市で，暑さ対策と

景観向上を両立するグリー

ンインフラが拡大。雨庭や街

路樹，屋上緑化など自然を

活用した解決策が，ヒートア

イランド緩和と快適性の向

上に効果があるとして導入

が進む。［国際動向］ 

⚫ 公園・街路樹・民有地の植栽

を活用したグリーンインフラ

整備が重視されている。

［国・東京都動向］ 

⚫ 調布駅周辺に緑を増やす。

［ワ］ 

⚫ 駅前や住宅地の緑や公園を

充実させる。［ワ］ 

⚫ 駅前広場など，都市部で緑

を増加させ，景観的にも向

上を図る。［ワ］ 

 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 多摩地区の玄関口である調布駅をはじめ，市民や訪れた人々が，まちのうるおいを感じるまち

づくりを継続していくため，広く市民の活力を活用していく必要がある。 

⚫ 今後も開発や宅地化の進行が見込まれる中，公共施設整備における緑化推進，民有地の緑化

の誘導を進めるとともに，緑や公園の質の向上を図り，市民がまちのうるおいを感じられる環

境を創出していく必要がある。 

⚫ 公園面積の維持を図りつつ，機能再編整備等による公園の質の向上も図っていく必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 公園や公園の植栽の適切な整備・管理 ⚫ 住宅地や公共用地の植栽等による街なかの

緑化 
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施策名 ②都市美化の推進 

市民や来訪者の美化意識の向上と公衆マナー向上に向けた取組を進めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 美化推進重点地区 10 地区

において，市民等による美

化活動の支援を行い，都市

美化の推進を図っているも

のの，環境指標である，美化

推進重点地区数は目標値を

下回っている。 

⚫ 美化活動は,令和６年度は合

計 6,120 人の参加があっ

たものの，環境指標である

美化活動に参加した市民の

数は目標値を下回ってい

る。 

⚫ 海や川へのごみ流出を減ら

すため，国連でプラスチック

汚染をなくすための国際条

約づくりが進行中。［国際動

向］ 

⚫ ポイ捨てや不法投棄の撲滅

に向け，監視・指導等の措置

を強化し，清掃活動を含む

陸域での適正処理を徹底す

る。［国・東京都動向］ 

⚫ まちなかの清掃などの都市

美化の推進について，引き

続き施策・取組を強化。［意］ 

⚫ 市民が参加しやすい清掃・美

化活動（１人でも参加しやす

い，など）の機会をつくる。

［意］ 

⚫ 市民の行動への意欲やマナ

ーの向上につながる取組を

実施する。［意］ 

⚫ 河川のごみや海のごみ問題

を学ぶ講座や清掃活動を開

催する。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ ポイ捨てなど街なかへのごみの不法投棄が散見されることから，市民のより一層の美化意識

の高揚と，喫煙やポイ捨て，ペット等に関する公衆マナーの向上に向けた啓発を進める必要が

ある。 

⚫ 意識啓発や広報を強化などにより，美化活動の参加者数の増加を図っていく必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 美化重点地区を核とした地域清掃の展開 

⚫ ポイ捨て防止などたばこマナー順守の徹底 

⚫ ペットの飼い主のさらなるマナー向上 

⚫ 野生生物との共生や対策 
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施策の方針 2－2 公害のない環境の維持 

大気，水質，騒音・振動，悪臭，化学物質等を適正に監視・抑制し，健康で安心な生活環境を確

保します。 

 

施策名 ①大気汚染の防止 

自動車や事業活動によるばい煙や有害物質等の監視を継続するとともに，大気汚染や悪臭の

発生防止に向けた指導・啓発に取り組みます。また，環境に配慮した事業活動や車両の普及を進

めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 二酸化窒素の年平均濃度

は，都内全域においてゆる

やかな減少傾向。環境指標

である二酸化窒素（NO₂）の

環境基準の年間未達成日数

は目標を達成。 

⚫ 浮遊粒子状物質は，都内全

域において，年平均濃度で

みるとここ数年横ばいか減

少傾向。環境指標である浮

遊粒子状物質（SPM）の環

境基準は目標を達成。 

⚫ 都内大気中のＰＭ2.5 濃度

は，ボイラー，廃棄物焼却炉

などの固定発生源対策など

の効果で，平成 13年度から

の 10年間で約 55％減少。

環境指標である微小粒子状

物質(ＰＭ2.5)の環境基準

の年間未達成状況は目標を

達成。 

⚫ WHO は PM2.5 などの基

準を厳しく見直し，健康影響

の抑制を呼びかけ。EUも基

準強化へ合意するなど，各

国でクリーンな移動や排出

削減を進める流れが強まっ

ている。［国際動向］ 

⚫ 大気環境の一層の改善を目

指し，PM2.5 と光化学オキ

シダントの削減を推進する。

［国・東京都動向］ 

⚫ 大気汚染防止策の強化（回

答者の 28.9%が危機的と

感じる）。［意］ 

⚫ 「大気汚染防止や生活排水

などによる水質汚濁防止」

の方向性の見直し。［意］ 

⚫ 生活環境における大気汚染

源への対策意識を高める啓

発活動。［意］ 

⚫ 大型 SUVの抑制。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 深刻な大気汚染の進行はないものの，市民が望む安心して暮らせる生活環境を維持するた

め，今後も国や東京都と連携しながら大気の状況を引き続き監視し，市民に適切な情報提供を

行っていく必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 汚染物質発生源対策の強化 

⚫ 建設や解体工事等におけるアスベスト・粉じ

ん飛散防止の徹底 

⚫ 大気質の継続監視と情報提供 

⚫ ZEVの導入・普及促進 
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施策名 ②水質汚染の防止 

生活排水・工場排水等の監視を継続するとともに，水質汚染や水質汚濁負荷の低減に向けた

指導や啓発に取り組みます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和７年３月３日の降雨時

に，吐口からの放流水質（Ｂ

ＯＤ）を計測し，平均放流水

質を算定したところ，基準値

（40mg/L）以下であった。

環境指標である雨天時にお

ける処理場を含む各吐口か

らの放流水のＢＯＤ値（平均

放流水質）は目標を達成して

いる。 

⚫ 国連環境計画は，世界でい

まも多くの排水が未処理の

まま流出し生態系を脅かす

と指摘。下水の高度処理や

雨水の適正管理，再利用の

拡大が国際的な課題となっ

ている。［国際動向］ 

⚫ アジア水環境パートナーシッ

プ（WEPA）により，アジア各

国との連携強化・情報共有

の促進，水環境改善プログ

ラム支援等を実施し，水環境

ガバナンスの強化を目指す。

［国際動向］ 

⚫ 水域への放流水質の向上を

図るため，合流式下水道の

改善や高度処理の導入を進

める。 

⚫ 農薬の適正使用を徹底し，

水質汚濁と水域の生物・生

活環境への被害を未然に防

止する。［国・東京都動向］ 

⚫ 水質汚濁防止策の強化（回

答者の 20.6%が危機的と

感じている）。［意］ 

⚫ 生活排水対策に関する市民

の意識と行動を促す取組の

推進（「油や洗剤などの使用

を意識する」「洗剤を極力使

わないなど生活排水への配

慮する」）。［意］ 

⚫ 農薬使用量の削減。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 引き続き住宅等の新築・建替の際に，排水設備への雨水貯留浸透施設の設置を推進し，下水道

への雨水流入の抑制を図ることで，雨天時に下水道から河川等公共用水域へ放流される汚濁

負荷量の削減を進める必要がある。 

⚫ 公共用水域についてはおおむね基準値を達成しているものの，安心して暮らせる生活環境を

維持するため，今後も国や東京都と連携しながら引き続き監視していく必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 事業場における水質汚染源対策の強化 

⚫ 公共用水域の継続モニタリングと結果の公

開 

⚫ 生活排水対策の普及・実践促進 

⚫ 下水道の健全化と高度処理化の推進 
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施策名 ③騒音・振動の発生抑制 

市民生活や事業活動に起因する騒音・振動への対応を図りながら，発生抑制の啓発を進めま

す。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 低騒音舗装の敷設などの対

策により，要請限度超過が

改善されつつある。令和６年

度は環境指標である道路交

通騒音の要請限度数値の未

達成地点数は目標を達成し

た。 

⚫ 騒音・振動に関する苦情は

絶えまないが，事業所等に

対し，発生した事象の対策を

講じるよう要請し，解決を図

ったことから，法令に基づく

指導・勧告・命令件数はなか

った。そのため，環境指標で

ある騒音・振動に係る事業

者等への法令等に基づく指

導・勧告・命令件数は目標を

達成している。 

⚫ WHO は道路・鉄道・航空機

などの環境騒音が健康に影

響することを示し，より低い

推奨値を提示。各国で低騒

音舗装や交通対策，建設現

場の抑制策の導入が進んで

いる。［国際動向］ 

⚫ 建設機械・工事車両や自動

車交通の集中に伴う騒音・

振動を抑える計画的対策を

講じ，問題解決を進めて生

活の快適性を高める。 

⚫ 従来の規制に加え，最新技

術を踏まえた情報提供や自

主的取組などの手法を活用

し，発生源対策を一層促進

する。［国・東京都動向］ 

⚫ 「道路や工場などからの騒

音・振動の発生抑制」につい

て，一層の施策・取組の推進

（満足度が低い）。［意］ 

⚫ 市民の生活に影響する騒

音・振動への対策を強化す

る（飛行機の騒音への意見

あり）。［意］ 

⚫ 市民間のマナー向上を促す

啓発活動の実施。［意］ 

⚫ 住宅地に近い農地での農機

具使用における騒音問題へ

の対応。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 安心して暮らせる環境を維持するとともに，近隣の生活騒音に対する相談が多く寄せられてい

ることを踏まえて，住民同士の対話をはたらきかけ，相互の理解を深めて行く取組が必要。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 事業場・工場における騒音・振動の抑制 

⚫ 道路交通騒音・振動の監視・公表と低減 

⚫ 生活騒音・振動の抑制と啓発 
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施策名 ④化学物質等への対策の推進 

化学物質のリスクを可能な限り把握し，環境や市民の健康への影響を最小限にするため，的確

な情報提供に努めます。 

環境リスク発生時には，国や東京都とも連携しながら，リスクの拡大防止に努めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和６年度は，市内９箇所で

調査を実施した結果，環境

基準不適合井戸が３件あっ

た。環境指標であり地下水

の水質汚濁に係る環境基準

不適合井戸数は目標を達成

していない。 

⚫ 室内化学物質について，市

公共施設の新築や改築後の

室内環境測定を実施し，必

要に応じて対策を実施して

いる。 

⚫ 令和５年度に引き続き，令和

６年度も市内の防災用井戸

などの水質検査を実施し，

市民の不安解消のため専門

家のコメントを添えて調査

結果を公表した。 

⚫ 有 害 な PFAS の 一 部

（PFHxS 等）は国際条約で

廃絶対象に。水銀は水俣条

約で世界的に管理が進む。

［国際動向］ 

⚫ 化学物質によるリスク低減

を図り，環境中の濃度が目

標値を十分下回る状態を目

指す。 

⚫ 生態系への影響も踏まえた

初期環境リスク評価（スクリ

ーニング）を実施し，懸念物

質を特定する。［国・東京都

動向］ 

⚫ マイクロプラスチック汚染，

PFAS 汚染，重金属等によ

る汚染懸念といった具体的

な化学物質やプラスチック

汚染への対策。［意］ 

⚫ 生活における化学物質の使

用低減を促す取組（「洗剤を

極力使わないなど生活排水

への配慮する」等の意見あ

り）。［意］ 

⚫ PFAS 等有害物質のリスク

と対策について分かりやす

い情報発信の実施。［ワ］ 

⚫ 人工芝（プラスチック）が使

用されている場所からのマ

イクロプラスチック流出対

策。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 化学物質のリスクの重大さを踏まえて「予防原則」の考え方に基づく対策を進めていく必要が

ある。 

⚫ 特に，土壌・地下水汚染について，今後も国や東京都と連携しながら引き続き監視していく必

要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 事業場等における化学物質・有害物質管理と

実態把握 

⚫ 土壌・地下水の汚染防止と監視 

⚫ 公共施設の室内空気質対策 

⚫ 国や東京都との連携による化学物質の環境

リスク情報の収集・提供 
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基本目標 ３ 

ゼロカーボンシティが実現するまち 
 

 

施策体系と環境指標 

基本 

目標 

 

施策の方針 

 環境指標 

  
指 標 

基準値 

令和６年度 

目標値 

令和17年度 

       

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
が
実
現
す
る
ま
ち 

 

３-1 

二酸化炭素排出の

削減 

 
市域から排出される 

CO₂排出量 
（●●●） （●●●） 

  
市の公共施設及び車両から

排出されるCO₂排出量 
（●●●） （●●●） 

  
街路灯のＬＥＤ化割合（ＬＥＤ

化した街路灯基数の割合） 
（●●●） （●●●） 

  
市民による太陽光発電設備

の導入割合 
（●●●） （●●●） 

  市民による再生可能エネル

ギー由来の電力購入割合 
（●●●） （●●●） 

  公共施設に設置した太陽光

発電システムの公称最大出

力 

（●●●） （●●●） 

  50kW以上の高圧受電をし

ている公共施設における環

境配慮契約施設の割合 

（●●●） （●●●） 

  
地球温暖化及び気候変動に

係る情報発信 
（●●●） （●●●） 

 
 

 
   

 

３-２ 

気候変動への適応 

 

浸透施設等の設置による 

雨水の浸透能力（再掲） 
（●●●） （●●●） 
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施策の方針 3－１ 二酸化炭素排出の削減 

ゼロカーボンシティの実現に向け，建物・機器の省エネルギー化と再生可能エネルギーの導入

を進めるとともに，行動変容の促進により市域の CO₂排出を着実に削減します。 

 

施策名 ①住宅・事業所等のエネルギー効率の向上 

住宅・事業所などの建築物の省エネルギー化と省エネ効果が高い機器の導入を進めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 省エネルギー設備等導入補

助事業の実施などにより，

市域から排出される CO₂排

出量（廃棄物部門を除く）

は，基準年度の平成 25 年

度 比 で ， 令 和 ４ 年 度 に

18.9％の削減となり，エネ

ルギー消費量については，

基準年度比で 8.7％の削減

となり，環境指標である市域

から排出される CO₂排出量

は目標を達成している。 

⚫ 市の公共施設（街路灯を除

く）及び車両から排出される

CO₂排出量は，平成 25 年

度（基準年度）と比較し，令

和６年度に 32.3%の削減

となり，環境指標である市の

公共施設及び車両から排出

される CO₂排出量は，目標

を達成している。 

⚫ 世界では建物の断熱強化や

省エネ家電の基準強化が進

み，効率改善が気候対策の

“第一手”と位置づけられて

いる。［国際動向］ 

⚫ 既存住宅の断熱倍増を軸

に，住宅政策等と連携した

多角的アプローチで建築物

の環境性能向上を加速す

る。 

⚫ 徹底した省エネルギーを推

進し，エネルギーの安定供給

を確立する。 

⚫ 新築や再開発の段階からゼ

ロエミッション地区の形成を

促進し，高度なエネルギーマ

ネジメントの社会実装を進

める。［国・東京都動向］ 

⚫ 「省エネルギーの推進」につ

いて，一層の施策・取組の推

進（満足度が低い）。［意］ 

⚫ 経済的メリットと結びついた

脱炭素型ライフスタイルへの

転換を促す情報提供や支援

策の実施。［意］ 

⚫ 日々の生活における省エネ

ルギー行動（電気，ガス，水

道等の無駄遣いを極力しな

い，エアコンの適切な使用な

ど）を後押しする施策。［意］ 

⚫ 窓の断熱・二重窓などの断

熱・省エネの推進と PR 強

化。［ワ］ 

⚫ 照明，エアコン，冷蔵庫など

家電の高効率なものへの買

い替え推奨。［ワ］ 

⚫ 賃貸不動産の家電を省エネ

タイプに。［ワ］ 

⚫ 公共施設の ZEB 化推進。

［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 令和元年度以降ＣＯ２排出量は横ばいが続いていることから，地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）で定めた中期目標（基準年度比で令和 12年度に 40％の削減）の達成には，特に民生

家庭部門において更なる削減が必要な状況である。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 市民・事業者の省エネ行動と機器更新の促進 

⚫ 住宅の省エネ性能向上と ZEH・HEMS の普

及 

⚫ 民間建築物の省エネ化の規制・誘導と ZEB・

BEMS等の導入 

⚫ 公共施設の率先実行とエネルギーマネジメン

トの徹底 
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施策名 ②再生可能エネルギーの導入拡大 

市内で使用されるエネルギーの脱炭素化に向け，住宅や事業所などにおける再生可能エネル

ギー利用を促進します。併せて，再生可能エネルギー利用に向けた普及啓発を進めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 家庭向けの太陽光発電設

備・太陽熱利用設備に係る

補助事業を実施し，東京都

の実施する太陽光発電及び

蓄電池共同購入事業「みん

なのおうちに太陽光」の広

報で連携するなど，市内に

おける太陽光発電設備の導

入促進に努めたが，環境指

標である市民による太陽光

発電設備の導入割合は目標

を達成していない。 

⚫ 再生可能エネルギー100％

電力について，広報等で市

民による再エネ由来の電力

の導入促進に努めている

が，環境指標である市民に

よる再生可能エネルギー由

来の電力購入割合は，目標

を達成していない。 

⚫ 環境指標である公共施設設

置の太陽光発電システムの

公称最大出力，公共施設に

おける環境配慮契約施設の

割合は目標を達成してい

る。 

⚫ 世界の再エネ容量は急速に

増加しつつあり，各国は

2030年までに導入量を“3

倍”へ拡大する国際目標の

達成を目指す。ただし到達

には一段の加速が必要とさ

れ，送電網整備や蓄電の導

入が同時に進められてい

る。［国際動向］ 

⚫ 建物への太陽光発電設備の

設置を都条例等で標準化

（義務化）し，ペロブスカイト

太陽電池など次世代ソーラ

ーの普及を重点的に推進す

る。 

⚫ 地域資源を活用した地域共

生・裨益型の再エネ導入を拡

大し，地方創生に資する取

組を進める。［国・東京都動

向］ 

⚫ 「再生可能エネルギー（太陽

光など）の活用」について，

一層の施策・取組の推進（満

足度が低い）。［意］ 

⚫ 導入を促すための具体的な

支援策や情報提供。［意］ 

⚫ 「電気代の高騰」「環境への

意識」「災害・防災対策」とい

った側面から導入メリットを

伝える情報発信を強化。

［意］ 

⚫ 蓄電への関心が見られるこ

とから，「エネルギーの蓄電

装置」導入に関する支援や

情報提供を行う。［意］ 

⚫ 太陽光発電導入に関する初

期投資，信頼できる業者，製

品，リサイクル情報の提供。

［ワ］ 

⚫ 駐車場や商業ビルへの太陽

光発電の積極導入と容量規

定の整備。［ワ］ 

⚫ 非常用電源やポータブルソ

ーラーパネルの啓発活動。

［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 再生可能エネルギー利用の拡大のため，引き続き市内における太陽光発電設備の設置促進を

図るとともに，再生可能エネルギー由来の電力の選択について普及・啓発等を行うことも必要

である。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 住宅・事業所の再エネ導入支援と情報提供 

⚫ 公共施設での再エネ導入と屋根貸し事業の

展開／再エネ比率の高い電力調達の検討 

⚫ 再エネ電力の選択促進と普及啓発 

⚫ 次世代・分散型エネルギーの導入検討と知見

共有 

⚫ 再エネ設備の資源循環と適正処理 
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施策名 ③地域でのエネルギー・資源の循環 

地域におけるエネルギーの有効利用や，交通の脱炭素化，資源の循環を進め循環する社会の

形成を目指します。併せて，市民・事業者など多様な主体の連携によるゼロカーボンアクションの

促進を図ります。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 市民や事業者のゼロカーボ

ンに関する取組の一歩目を

応援するため，広報紙「ゼロ

カーボンシティちょうふ」を

創刊し全戸配布した。 

⚫ ゼロカーボンに関する国・

都・市の補助事業に関する

情報を一覧でまとめ，市報，

市ホームページ等で情報発

信した。 

⚫ これらにより，環境指標であ

る地球温暖化及び気候変動

に係る情報発信は目標を達

成している。 

⚫ 都市では，地域熱供給等の

“地区エネルギー”や再エネ

×省エネの組合せで消費を

下げ，循環型調達を進める

流れが拡大。［国際動向］ 

⚫ 移動手段の電動化が急伸

し，EV の市場拡大や充電網

整備が地域のゼロカーボン

行動を後押ししている。［国

際動向］ 

⚫ 「デコ活」等を通じて脱炭素

型ライフスタイルへの転換を

促進し，ゼロエミッション東

京戦略のアップデートにより

脱炭素施策を抜本強化・徹

底する。 

⚫ ゼロエミッションモビリティ

（ZEV）の導入加速とグリー

ン水素の利活用拡大を重点

的に進める。［国・東京都動

向］ 

⚫ 「地球温暖化の進行」に危機

感を感じる市民が多い（回

答者の 77.0%）ことから，

脱炭素化に向けた取組を強

化。［意］ 

⚫ 経済的メリットと結びついた

脱炭素型ライフスタイルへの

転換を促す情報提供や支援

策の実施。［意］ 

⚫ 多摩産木材の建築物や日常

品への活用と広報による住

民利用の促進。［ワ］ 

⚫ ゼロカーボン目標の進捗の

可視化と周知。［ワ］ 

⚫ 公共施設・団地改修時の脱

炭素モデルの提示。［ワ］ 

⚫ 落ち葉やバイオ炭による炭

素の土壌固定。［ワ］ 

⚫ 自動車に依存しないまちづ

くり（自転車道整備やミニバ

ス活用）の推進。［ワ］ 

⚫ 南北交通網の整備。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 市域から排出される温室効果ガス排出量の９割以上を占める二酸化炭素排出量を削減し，脱

炭素社会を目指していくため，市民や事業者がライフスタイル・ビジネススタイルを変えていく

ことで抜本的な省エネルギーを進めることが必要。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 地産地消を通じた地域内循環の促進 

⚫ グリーン購入・持続可能な調達の徹底 

⚫ 未利用エネルギーの活用検討・導入 

⚫ 公共・民間の屋外照明の高効率化 

⚫ 低炭素モビリティと人中心の道路空間の拡

充 

⚫ 都市計画手法を活用したゼロカーボンまち

づくり 

⚫ ラストワンマイルの省 CO₂化 
 

  



 

 - 20 - 

施策の方針 3－2 気候変動への対応 

猛暑や風水害の深刻化を踏まえ，情報提供と都市の適応策を強化し，市民生活や経済活動へ

の影響の回避・軽減を図ります。 

 

施策名 ①気候変動への適応 

地球温暖化の進行に伴い，顕著になっている猛暑に対して，対策と情報提供を進めます。ま

た，地球温暖化の進行に伴い激甚化している風水害などに対し，的確な情報提供を図り，被害の

軽減を進めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 夏季の異常な暑さへの対策

として，市報・ホームページ

により熱中症への注意喚起

を実施。 

⚫ クーリングシェルターの指定

と情報提供を行い，市民の

暑熱対策を促進した。 

⚫ 現行計画において，環境指

標の設定はない。 

⚫ 近年は観測史上最高の暑さ

が続き，各国は「適応」の国

際枠組みや“すべての人に

早期警報を”イニシアティブ

で災害被害の軽減を強化。

WHO は熱中症を防ぐ行動

計画の整備を促し，都市の

暑熱対策と情報提供を広げ

る動きが進む。［国際動向］ 

⚫ 令和８年の夏における日本

の最高気温を更新。 

⚫ 世界の年平均気温が，令和

６年に観測史上最高を記

録。 

⚫ 令和６年熱中症特別警戒ア

ラート・クーリングシェルター

の運用を開始。 

⚫ 「異常気象への備え」は市が

取組むべき課題との回答が

多く，気候変動への適応策

の強化が必要。［意］ 

⚫ 再生可能エネルギー導入の

きっかけとして「災害・防災

対策」が挙げられており，こ

の側面から導入メリットを伝

える情報発信を強化。［意］ 

⚫ 涼しい空間（教室，体育館）

での学び場づくり。［ワ］ 

⚫ 電子掲示板の設置と災害時

伝達機能（110 番通報ボタ

ンなど）の組み込み。［ワ］ 

⚫ 非常用電源・ポータブルソー

ラー等の体験型普及啓発

（防災×環境）。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 夏季の猛暑・酷暑が顕著に増加している中，熱中症の予防など，猛暑・酷暑による被害の回避

や軽減をするための適応策を強化していくことが必要。 

⚫ 集中豪雨などの発生頻度が増加傾向にある中，気候変動の影響による水害，土砂災害に関す

るリスクの被害の回避や軽減をするための適応策を強化していくことが必要。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 熱中症リスク情報の周知と公共施設での注

意喚起・対策の徹底 

⚫ クールスポットの整備・拡充 

⚫ ヒートアイランド緩和に資する舗装の導入 

⚫ 暑熱時の滞在・避難環境の確保 

⚫ ハザード情報の整備・周知と早期警報の運用 

⚫ 市民・地域の防災力強化 

⚫ 浸水被害の予防・減災 

⚫ グリーンインフラ・街路空間の活用による流

出抑制 

⚫ 施設・ライフラインのレジリエンス向上 
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基本目標 ４ 

資源循環による環境負荷を低減するまち 
 

 

施策体系と環境指標 

基本 

目標 

 

施策の方針 

 環境指標 

  
指 標 

基準値 

令和６年度 

目標値 

令和17年度 

       

資
源
循
環
に
よ
る
環
境
負
荷
を
低
減
す
る
ま
ち 

 

4-1 

3Rの推進による

資源循環 

 

市民１人１日当たりの 

総ごみ排出量 
（●●●） （●●●） 

  

プラスチックごみの焼却に 

より発生するCO₂排出量 
（●●●） （●●●） 

  

  

最終処分量（埋立量） （●●●） （●●●） 
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施策の方針 4－１ 3Rの推進による資源循環 

ごみの発生抑制を最優先に，リユース・リサイクルを拡大し，資源循環型の社会・経済システム

への移行を確実に進めます。 

 

施策名 ①ごみの発生・排出抑制 

徹底した家庭ごみの発生・排出抑制によるごみの減量に取り組むとともに，プラスチックごみ・

食品ロスの削減を推進します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 市で排出されるごみのう

ち，家庭系ごみや資源物は

全体的に減少傾向にある一

方，事業系可燃ごみは増加

傾向。 

⚫ 令和６年度の組成分析調査

では，燃やせるごみのうち，

食品ロスが 15.6%，調理く

ずが 28.0％。 

⚫ このような中，環境指標であ

る市民１人１日当たりの家庭

系ごみ排出量は，令和４年度

の目標水準に到達。 

⚫ 世界では食品ロス半減

（2030 年）へ測定と対策を

強化。UNEP 報告は一人当

たり年 79kg の廃棄を指

摘。［国際動向］ 

⚫ 食品ロスの削減（家庭系・事

業系ともに2000年度比半

減を目指す）。［生物多様性

国家戦略］ 

⚫ ワンウェイプラスチック製品

の購入抑制を市民に促すと

ともに，事業者には必要性

を精査した長期使用前提の

調達と適切な発注・在庫管

理を求める。 

⚫ 簡易包装により使い捨て容

器包装の利用を削減し，建

設工事では廃棄物の発生を

最小化して資源ロスの低減

を図る。［国・東京都動向］ 

⚫ 3R の推進（ごみの減量・リ

サイクル）に引き続き施策・

取組を強化。［意］ 

⚫ 食品ロス削減への啓発活動

や情報提供の実施。［意］ 

⚫ エコバッグ持参を促すため，

レジ袋有料化以外のインセ

ンティブやプラスチックごみ

削減の啓発を強化。［意］ 

⚫ リサイクルの徹底や使えるも

のはリユースに出すといっ

たリユース・リサイクルを促

す取組の実施。［意］ 

⚫ ペットボトル削減とマイボト

ル給水スポットの増加。［ワ］ 

⚫ ビン入り製品の購入推奨な

ど，ビンの利用見直し。［ワ］ 

⚫ エシカル消費の拡大。［ワ］ 

⚫ ポイントシステム（地域通貨）

の導入。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ ごみの発生抑制を最優先に，市民や事業者等の３Ｒ（リデュース，リユース，リサイクル）の取組

を引き続き促進し，確実なごみの減量を推進する必要がある。 

⚫ 食品ロスに対する市民の意識向上をさらに促進するため，啓発や広報を据えていく必要があ

る。 

 

主な取組や事業例 

⚫ １人１日当たりのごみ量の削減 

⚫ プラスチックごみの発生・排出抑制 

⚫ 食品ロスの削減 

⚫ 事業系可燃ごみの削減 

⚫ リユースの促進 
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施策名 ②資源化の推進 

分別の徹底及び多種多様なリサイクルルートの活用により，資源化を推進します。また，プラス

チック類の更なる資源化により，二酸化炭素の削減を図ります。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和６年度の総ごみ量は

58,024t で，うち 36.1％

は資源化され，総資源化量

は 20,941t。 

⚫ 令和６年８月以降，ふじみリ

サイクルセンターの建替え工

事の影響により，一部を除く

容器包装プラスチックとペッ

トボトルを焼却処理している

ため，総資源化量が減少し

ており，環境指標である総

資源化率は目標を到達して

いない。 

⚫ 循環経済の国際潮流が加

速。OECD は世界のプラ資

源化率が依然低水準と分

析。EUは新包装規則で再使

用・リサイクルの義務化等を

進め，プラ廃棄物の越境移

動もバーゼル条約で規制強

化。［国際動向］ 

⚫ リユース・リペア・メンテナン

ス・シェアリング・サブスク等

により使用済製品を有効活

用し，サーキュラーエコノミ

ー型の新ビジネスを推進す

る。 

⚫ 2030 年度までに金属リサ

イクル原料の処理量を倍増

させる。 

⚫ 容器包装プラスチックと製

品プラスチックの分別収集

を都内全域に拡大し，リユー

ス容器販売や量り売りを促

進するとともに，再生樹脂・

再生紙・再生骨材・再生土な

ど再生資源の利用拡大を図

る。［国・東京都動向］ 

⚫ ルールの徹底や経済的なイ

ンセンティブの導入。［意］ 

⚫ 適正処理を促すためのルー

ルの周知徹底や啓発。［意］ 

⚫ 生ごみ・落ち葉の堆肥化とコ

ンポスト設置の推進。［ワ］ 

⚫ 生ごみ堆肥化を農家へ循環

するモデルの展開。［ワ］ 

⚫ フードドライブの推進。［ワ］ 

⚫ ごみ分別徹底とカラス被害

対策の強化。［ワ］ 

⚫ ごみ拾いへのインセンティブ

（ポイントなど）の付与。［ワ］ 

⚫ 不用品寄付の仕組みの構築

と交換サイトの活用促進。

［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 分別排出の適正化を図り，資源化を更に推進するとため，分別ルールの徹底に関わる意識醸

成を図る必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 更なる分別の推進 

⚫ 製品プラスチックの資源化 

⚫ 事業者との連携によるプラスチック等拠点回

収の拡充 

⚫ 店頭回収の促進 

⚫ 事業者への情報提供・指導 
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基本目標 ５ 

学び合い行動し合う共創のまち 
 

 

施策体系と環境指標 

基本 

目標 

 

施策の方針 

 環境指標 

  
指 標 

基準値 

令和６年度 

目標値 

令和17年度 

       

学
び
合
い
行
動
し
合
う
共
創
の
ま
ち 

 

5-1 

環境人材の育成 

 

市報や環境年次報告書等に

よる環境情報の提供回数 
（●●●） （●●●） 

  

環境学習事業への小中学生

の参加者数 
（●●●） （●●●） 

  環境学習事業及び多摩川自

然情報館で学習した延べ人

数 

（●●●） （●●●） 

  

活動の担い手となる 

人材の人数 
（●●●） （●●●） 

 
 

 
   

 

5-２ 

多様な主体による

環境学習の推進 

 

※調整中 （●●●） （●●●） 
  

 
 

 
   

 

5-3 

多様な主体による

環境活動の展開 

 

環境連携事業数 （●●●） （●●●） 
  

 

  



 

 - 25 - 

施策の方針５－１ 環境人材の育成 

効果的な情報発信と学習機会の充実により，地域で学び行動する環境活動の担い手を，継続

的に育成します。 

 

施策名 ①環境情報の発信と市民の意識醸成 

市民の環境意識の醸成を図るため，従来の広報媒体に捉われない，的確な情報展開を検討し，

進めます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 環境白書，ちょうふ環境にゅ

～すの発行や，市報，市ホー

ムページ等を通じ，環境に関

する情報発信を行った。 

⚫ SNS等の新たな広報媒体も

活用し情報を発信した。 

⚫ 情報提供としては，国・東京

都等の地球温暖化対策施策

の紹介を引き続き行った。 

⚫ これらにより，環境指標であ

る市報や環境年次報告書等

による環境情報の提供回数

は目標値に到達している。 

⚫ パリ協定の ACE は，教育・

情報提供・参加の強化で市

民の気候行動を後押しする

枠組み。［国際動向］ 

⚫ 気候変動に関する知見や具

体的行動をわかりやすく発

信し，社会全体の意識改革

と行動変容を促進する。 

⚫ 「デコ活」を通じ，取組内容

や経済的・時間的メリットな

どの副次的効果を見える化

し，住民・事業者の脱炭素行

動を具体的に後押しする。

［国・東京都動向］ 

⚫ 市からの積極的な情報発信

が活動参加の環を広げる上

で重要。［意］ 

⚫ 地域のコミュニティを通じた

情報提供や活動の呼びかけ

が有効。［意］ 

⚫ 市の環境施策・イベントの情

報発信強化と，情報へのアク

セスへの工夫。［ワ］ 

⚫ 脱炭素に向けた情報発信と

数値の見える化。［ワ］ 

⚫ 地域掲示板・メッセージボー

ドの整備，回覧板の復活と

活用。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 環境に関する情報が多くの市民の目に届くよう，より効果的に情報発信していくとともに，よ

り多くの市民の意識啓発に取り組むことが必要。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 行動変容を促すための媒体・ツールの活用 

⚫ 多様な世代に届けるための情報発信の工夫 

⚫ 定期的なデータ公開と特集展開 

 

⚫ 国・東京都・関係機関連携による信頼性の高

い情報提供 

⚫ デジタル技術を活用した情報展開 
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施策名 ②次世代を担う子どもたちへの啓発と行動促進 

持続可能な地球環境・地域環境を創出するため，未来を担う世代への啓発をすすめ，全世代で

の環境意識の醸成を図り，行動を促します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 環境学習事業は ,調布水辺

の楽校，こどもエコクラブ，

多摩川自然情報館等で多く

の参加があったものの，環

境指標である環境学習事業

への小中学生の参加者数は

目標値に到達していない。 

⚫ ユ ネ ス コ の 「 ESD for 

2030」は授業や学校環境，

教員・若者を軸に学びを改

革し，行動変容を促す世界

的取組。［国際動向］ 

⚫ 環境教育と ESD を推進し，

学校現場での生物多様性教

育を強化する。授業で活用

できる動画・資料集を作成・

公開し，「食ロス」「水素エネ

ルギー」をテーマとする小学

校向け出前授業を実施す

る。 

⚫ 授業と連動した自然体験を

促進し，保全を担う次世代

人材を育成する。［国・東京

都動向］ 

⚫ 小学校を中心にした地域活

動の展開。［意］ 

⚫ 「学校で誘われて」といった

人からの誘いが参加のきっ

かけとなっていることから，

学校・教育機関との連携強

化を図る。［意］ 

⚫ 短い，分かりやすい情報伝

達を心がける。［ワ］ 

⚫ 動画コンテンツ（YouTube

動画）の活用やキャラクター

とのコラボレーションの実

施。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 調布の環境を未来にわたり保全していくため，子どもたちを対象とした普及啓発のための情

報発信や環境学習の場の創出が必要。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 学校年代向けの継続プログラムの展開 

⚫ 学校等児童施設への専門家・市民ボランティ

ア等の講師派遣の推進 

⚫ 児童生徒の作品を活用した行動喚起 

⚫ 次世代向け情報発信のための工夫と充実 

⚫ 地域拠点を活かした体験学習の強化 
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施策名 ③環境学習施設や地域施設を活用した環境学習の推進 

多摩川自然情報館をはじめとする環境学習施設や地域施設を活用し，環境に触れ，学習の機

会を提供します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 環境学習事業及び多摩川自

然情報館では，延べ人数の

合計 8,303 人が環境学習

を行ったが，環境指標であ

る環境学習事業及び多摩川

自然情報館で学習した延べ

人数は目標値に到達してい

ない。 

⚫ 市民科学の普及で，観察デ

ータを世界で共有し学びと

地域保全に活用する動きが

拡大。自然館や学校等を拠

点に体験とデータの両輪で

学習が進む。［国際動向］ 

⚫ 施設公開イベントを通じて，

大気・水質・プラスチック等

に関する研究成果を小学生

や地域へわかりやすく発信

する。［東京都動向］ 

⚫ 身近な場所（小学校や公民

館など）で開催される活動

への参加意向が高いため，

これらの地域施設を活用し

た環境学習機会の提供。

［意］ 

⚫ 自然環境の魅力を伝える情

報発信や学びの機会の提供

が有効。［意］ 

⚫ 野草園の整備と活用。［ワ］ 

⚫ リサイクルセンターの見学コ

ースを活用したリサイクル教

育の充実。［ワ］ 

⚫ 公共空間を活用したフリー

マーケット等の開催。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 環境について学び，活動する人材のすそ野を広げていくため，次代を担うこどもたちや若い世

代が，環境について楽しく学習できる場や機会のさらなる充実を図っていく必要がある。 

⚫ 地域の環境学習に参加したことがない市民へのアプローチを強化していくため，身近な施設の

活用などにより，環境学習や環境活動を気軽に体験できる機会の充実などに取り組んでいく

ことが必要。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 市内拠点を核とした環境学習の展開 

⚫ 学習プログラムによる人材の育成 

⚫ 市内施設を活用した自然体験の実施 

⚫ 出前講座の実施 

⚫ ICT を活用したオンライン講座・普及啓発キ

ャンペーンの実施 
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施策名 ④環境活動の担い手の育成 

環境活動を担い，リードする人材の育成を進め，活動の継続を支援します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和６年度は，市内崖線樹

林地での活動人数 93 人，

花いっぱい運動活動 580

人,おもてなしガーデンボラ

ンティア 20人が参加。 

⚫ 雑木林ボランティア講座は,

雑木林の管理に係る人材育

成を目的に，ちょうふ環境市

民会議が企画・運営。受講者

のうち希望者に対し，翌年度

末まで環境活動イベントの

案内を送付し，環境活動ボ

ランティアへの参加支援を

継続。 

⚫ 多摩川自然情報館のボラン

ティア解説員は,養成講座を

修了した方を解説員として

登録し，館内での解説やイベ

ント対応等の活動をするも

ので,登録解説員は 44人。 

⚫ これらにより，環境指標であ

る活動の担い手となる人材

の人数は，目標値を達成し

ている。 

⚫ 「国連生態系回復の 10 年」

は，地域のボランティア育成

や能力強化を呼びかけ，回

復プロジェクトへの市民参

加を世界規模で後押し。［国

際動向］ 

⚫ 脱炭素社会を牽引する次世

代人材を育成する。 

⚫ 地球環境パートナーシップ

プラザや地方環境パートナ

ーシップオフィスを拠点に，

情報の収集・提供や交流の

場づくりを通じて環境活動

団体の連携を促進する。

［国・東京都動向］ 

⚫ 「環境学習や環境保全活動

の担い手の確保」について，

一層の施策・取組の推進（満

足度が低い）。［意］ 

⚫ 環境活動への参加意識の向

上と，担い手となる人材の

裾野を広げる取組。［意］ 

⚫ 地域貢献への意欲がある市

民を担い手として育成・支援

する。［意］ 

⚫ 既存の活動団体や学校，企

業との連携を強化。［意］ 

⚫ 大人や若者が参加しやすい

イベントの増加。［ワ］ 

⚫ 年間を通した市民向け「環境

大学」のような講座の実施

（夜間講座を含む）。［ワ］ 

⚫ 講習修了者への環境向上促

進員としての認定証発行。

［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 引き続きボランティア活動に参加する人材を育成するとともに，環境活動団体等の支援を行っ

ていくことが必要。 

⚫ 将来にわたり活動を継続していくため，多様な世代の人材の発掘と育成を図っていく必要が

ある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 雑木林等の現場管理を担う人材の育成 

⚫ 自然解説員等の育成と活躍機会の整備 

⚫ 環境活動の担い手の発掘と継続的な支援 
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施策の方針５－2 多様な主体による環境学習の推進 

事業者・教育機関・市民団体等の専門性とネットワークを生かし，参加と協働による学びを広

げます。 

 

施策名 ①事業者等による環境学習の促進 

民間事業者や教育機関等の専門性や知見を活用した，市民向けの環境学習事業を推進しま

す。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和６年度は市内事業者や

連携協定締結事業者等と連

携し，子どもや親子を対象と

した環境学習を実施。 

⚫ SDGs は企業の持続可能な

実践と情報開示を促進。民

間の専門性を活かした学習・

啓発や学校との連携は，知

識共有と行動拡大の国際潮

流に合致する。［国際動向］ 

⚫ 環境活動団体の交流・連携

を促進するため，地球環境

パートナーシッププラザ及び

地方環境パートナーシップオ

フィスを拠点に，情報の収

集・提供と多様な主体が交

わる場づくりを進める。［国・

東京都動向］ 

⚫ 既存の活動団体や学校，企

業との連携を強化し，活動

機会の拡大を図る。［意］ 

⚫ 企業との連携を強化し，活

動機会の拡大を図る。［意］ 

⚫ FC 東京等との協働イベント

の創出。［ワ］ 

⚫ 実務的な連絡会の開催。

［ワ］ 

⚫ 市内企業と連携した学生へ

の社会貢献活動の証明書発

行の仕組みづくり。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 市民の活動の一助とすべく，民間事業者の持つ知見を活用していく。このことが，民間事業者

の価値を向上していくことを踏まえ，コーディネートするとともに，事業者の自主的な活動とし

て展開していく必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 事業者による環境学習事業の促進 

⚫ 事業者の環境関連事業の情報展開 

⚫ 教育機関による環境学習事業の促進 
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施策名 ②市民による環境学習の推進 

環境活動を行っている団体や市民の活力を活用した，環境学習事業を推進し，水平展開を図り

ます。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 市内で活動する環境活動団

体と連携した環境学習を実

施。 

⚫ 「気候エンパワーメント行動」

（Action for Climate 

Empowerment:ACE）は

公開情報と参加を重視。市

民科学は誰もが調査に関わ

り学びを深める国際的手法

として拡大し，地域の気づき

と行動の入口になってい

る。［国際動向］ 

⚫ 「環境学習や環境保全活動

の担い手の確保」について，

一層の施策・取組の推進（満

足度が低い）。［意］ 

⚫ 年間を通した市民向け「環境

大学」のような講座の実施

（夜間講座を含む）。［ワ］ 

⚫ 講習修了者への環境向上促

進員としての認定証発行。

［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ これまで育成された人材により，身近なかつ気軽な立場での環境学習の展開などにより，新た

な人材の発掘ルートを確保する必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 環境活動団体が主体となって実施する環境学習事業の推進 
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施策の方針５－3 多様な主体による環境活動の展開 

市民・事業者・行政の連携を強化し，交流と協働を通じて地域の環境活動の環を広げ，より良

い環境づくりを進めます。 

 

施策名 ①環境活動団体・個人の交流・連携の促進 

環境活動を主体的に実施している団体・個人の交流や連携を図り，活動の環（わ）を広げるとと

もに，地域課題の解決に向けた取組を推進します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 市民団体や学校,市民事業者

等と連携し,環境講座や講演

会，クリーン作戦，喫煙マナ

ーアップ・受動喫煙防止キャ

ンペーン，マナーアップ清

掃，調布市環境モニター，調

布こどもエコクラブ，雑木林

ボランティア講座，環境活動

交流会，自然環境活用事業，

公有地を活用した環境学習

事業，オンライン環境学習教

材の配信，特定外来生物（植

物）駆除活動，第 52 回調布

市環境フェア，神代農場活用

事業，水辺の楽校を実施す

ることで,環境保全活動の環

(わ)を拡大した。 

⚫ これらにより，環境指標であ

る環境連携事業数は，目標

値を達成している。 

⚫ SDGsのゴール17は行政・

企業・市民の協働で資源や

知見を結ぶことを提唱。技

術移転や能力強化を通じ，

地域の活動を広げるパート

ナーシップが重視されてい

る。［国際動向］ 

⚫ 行動科学の知見を活用して

自主的な行動を後押しする

ナッジ等の取組を併せて行

う。［国動向］ 

⚫ 既存の活動団体や学校，企

業との連携を強化し，活動

機会の拡大を図る。［意］ 

⚫ 多様な人々がコミュニケー

ションできる場の設置。［ワ］ 

⚫ 実務的な連絡会の開催。

［ワ］ 

⚫ 活動団体をまとめたポータ

ルサイトや情報交換プラット

フォームの整備。［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 市民・市民団体・事業者・市等の協働による環境保全活動の活性化を図るため，活動団体同士

をはじめ様々な主体間の交流機会を設けていくとともに，他自治体など広域的な連携による

取組を推進することが必要。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 団体間交流・協働の場づくり 

⚫ 崖線樹林地の保全活動団体への継続的支援 

⚫ 補助制度等の情報提供と活用促進 

⚫ 表彰等によるインセンティブ付与と参画拡大 
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施策名 ②事業者等の参加や連携 

市内外の事業者や大学等教育機関の環境活動を促進します。 

施策の設定理由 

(１)現行計画までの進捗 
(2)国際・国・都の動向・ 

社会情勢 

(3)市民意識調査・ 

ワークショップでの意見※ 

⚫ 令和６年度の環境フェアで

は２２団体が出展し，延べ

4,400人が参加した。 

⚫ 生物多様性新枠組 GBF の

目標 15は企業に影響把握・

情報開示を求める流れを明

確化。企業の参画や共同企

画は，国際的要請に沿う地

域実践として注目。［国際動

向］ 

⚫ サプライチェーン全体での排

出削減を強化するため，取

引先にも脱炭素対応を求め

る取組を加速する。 

⚫ ネイチャーポジティブ経済研

究会を通じて，民間企業に

よる生物多様性・自然資本

の保全と持続的利用を促進

する。 

⚫ 事業者は自社の事業特性に

即した気候変動適応を進め

るとともに，国・自治体の施

策に協力する。［国・東京都

動向］ 

⚫ 「環境保全に向けた市民や

事業者との連携」について，

一層の施策・取組の推進（満

足度が低い）。［意］ 

⚫ 多様な人々がコミュニケー

ションできる場の設置。［ワ］ 

⚫ ・地域に特化した民間企業や

NPO 法人等の協力検討。

［ワ］ 

⚫ 稲作農家への支援強化。

［ワ］ 

   

施策の設定理由を踏まえた課題 

⚫ 社会貢献活動としての企業参加も促し，環境保全活動のすそ野を広げ，活動の広がりを図る必

要がある。 

⚫ 集客（参加者の確保）効果が見込める，企業や団体との参加を促し，多様な世代の市民の参加

に結び付ける取組を図る必要がある。 

 

主な取組や事業例 

⚫ 事業者のイベントの参加など，事業者による環境に資する取組の促進 
 


